
 原子爆弾被爆者に対するはり・きゅう・マッサージ 

 療養費補助金支給要綱 

 （目的） 

第１条 この要綱は、原子爆弾被爆者の療養生活の実態にかんがみ、はり・きゅ

う・マッサージ療養費の一部を補助することによって、被爆者の健康の保持増

進に寄与することを目的とする。 

 （対象者） 

第２条 はり・きゅう・マッサージ療養費補助金（以下「補助金」という｡)の支

給を受けることができる者は、本市の区域内に住所を有する者で、原子爆弾被

爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第１１７号）に基づき、被爆者

健康手帳の交付を受けている者のうち、はり・きゅう・マッサージの施術を受

ける者とする。 

（補助金額） 

第３条 この要綱により支給する補助金の額は、その月にはり・きゅう・マッサ

ージの療養に要した費用のうち、１人月額３，０００円を限度とする。ただし、

健康保険法（大正１１年法律第７０号）、その他の社会保険各法の被保険者等

又は被扶養者であって、当該保険者等から給付を受けることができる場合を除

くものとする。 

（支給申請） 

第４条 この補助金の支給を受けようとする者は、はり・きゅう・マッサージ療

養費補助金支給申請書（第１号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項に定める書類には、支払ったはり・きゅう・マッサージ療養費の領収書

を添付しなければならない。 

 （決定） 

第５条 市長は、前条第１項に定める申請書を受理したときは、その内容を審査

し、支給の承認又は不承認の決定をし、はり・きゅう・マッサージ療養費補助

金（支給・不支給）決定通知書（第２号様式）により申請者に交付するものと

する。 

 (算定期間) 

第６条 補助金額の算定は、４月から９月及び１０月から翌年３月までの２期間

に分けて行うものとする。 

（申請期限） 

第７条 申請書の提出期限は、当該年度の末日までとする。ただし正当な理由が

あって、翌年度の５月末日までに遅延理由書（第３号様式）を添付して申請し

た場合は、この限りではない。 

 （委任状の提出） 



第８条 第４条第１項に掲げる申請書において、受給者と異なる名義人の振込口

座を指定する場合は委任状（第４号様式）を市長に提出しなければならない。 

（書類の経由） 

第９条 この要綱の規定により市長に提出する申請書類は、受給者の住所地を所

管する地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）所長又は副所長

を経由するものとする。 

（委任） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は健康福祉局長が定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成１１年４月１日から施行する。 

 （原子爆弾被爆者に対するはり、きゅう、マッサージ療養費補助金支給要綱） 

２ 原子爆弾被爆者に対するはり、きゅう、マッサージ療養費補助金支給要綱（昭

和５２年４月１日）は、廃止する。 

   附 則 

 （施行期日） 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は令和元年５月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の要綱の規定により調製した様式で現に残存するものについては、当

面の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の要綱の規定により調製した様式で現に残存するものについては、当

面の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。 



附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の要綱の規定により調製した様式で現に残存するものについては、当

面の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。 


